
羽生市ぎかいだより第１７１号 ���平成１７年８月１５日

　

平
成
十
七
年
六
月
定
例
市
議
会
は
、
六
月
七
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
十
五
日
間
の
会
期

で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

市
長
か
ら
は
、
平
成
十
七
年
度
羽
生
市
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
十
二
議
案
が
提
出
さ
れ
、

議
員
か
ら
は
、
意
見
書
三
件
が
提
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
期
定
例
会
に
お
け
る
市
政
に
対
す
る
一
般
質
問
は
、
十
二
名
の
議
員
に
よ
っ
て

三
日
間
に
わ
た
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

６月定例市議会開く

・
質
問　

次
の
点
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

①
イ
オ
ン
モ
ー
ル
の
今
後
の
出
店

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

②
周
辺
道
路
の
交
通
安
全
対
策
と

生
活
道
路
、
通
学
道
路
の
確
保
に

つ
い
て

③
イ
オ
ン
モ
ー
ル
内
の
け
が
人
や

病
人
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て

・
答
弁
（
企
画
財
政
部
長
）

①
県
企
業
局
で
は
、
整
地
工
事
、

道
路
工
事
、
緑
地
帯
工
事
等
を
平

成
十
八
年
度
末
ま
で
に
完
成
さ
せ
、

平
成
十
九
年
度
当
初
に
イ
オ
ン

モ
ー
ル
に
土
地
を
引
き
渡
す
計
画

で
あ
る
。

　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
で
は
、
現
在
建

物
の
配
置
や
設
計
に
つ
い
て
詳
細

な
検
討
に
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
平
成
十
八
年
度
中
に
は
出

店
を
希
望
す
る
テ
ナ
ン
ト
の
募
集

を
行
い
、
平
成
十
九
年
度
中
の

オ
ー
プ
ン
を
予
定
し
て
い
る
。

②
周
辺
道
路
の
整
備
に
伴
う
交
通

安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
地
元
要

望
も
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
た

な
信
号
機
設
置
等
を
羽
生
警
察
署

及
び
県
警
本
部
に
働
き
か
け
し
て

い
き
た
い
。

　

ま
た
、
須
影
歩
道
橋
か
ら
産
業

団
地
南
側
に
向
か
う
道
路
は
、
生

活
道
路
や
通
学
路
と
し
て
地
域
の

住
民
の
重
要
な
道
路
と
し
て
利
用

さ
れ
て
き
た
道
路
で
あ
る
が
、
計

画
で
は
従
来
の
直
線
形
か
ら
エ
リ

ア
内
を
周
回
す
る
道
路
に
付
け
替

そこが…

聞きたい
市政に
対する 一般質問

え
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
道
路
を
整
備
す
る
こ
と
に

よ
り
、
利
用
者
は
遠
回
り
に
な
る

な
ど
の
不
便
を
来
た
す
可
能
性
が

あ
る
が
、
車
と
歩
行
者
を
分
離
し
、

安
全
性
の
確
保
に
重
点
を
置
い
て

計
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
了

承
い
た
だ
き
た
い
。

議
会
の
詳
細
は

市
議
会
会
議
録

を
ど
う
ぞ　
　

　
「
羽
生
市
議
会
だ
よ
り
」

は
、
毎
年
四
回
開
催
さ
れ

る
定
例
会
ご
と
に
本
会
議

で
行
わ
れ
た
議
案
質
疑
、

一
般
質
問
の
主
な
内
容
、

答
弁
な
ど
を
お
知
ら
せ
し

て
い
ま
す
。
な
お
詳
細
に

わ
た
っ
て
内
容
を
お
知
り

に
な
り
た
い
方
は
、
市
議

会
で
発
行
し
て
い
る
「
羽

生
市
議
会
会
議
録
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

本
年
三
月
の
定
例
会
ま

で
の
会
議
録
は
市
議
会
図

書
室（
市
役
所
四
階
）、
市

立
図
書
館
、
各
地
区
の
公

民
館
に
備
え
つ
け
て
あ
り

ま
す
。

下
川
崎
工
業
団
地
及
び
商
業
団
地
へ
の

　
　
　

企
業
進
出
状
況
に
つ
い
て

中
島　

資
二
議
員

③
イ
オ
ン
モ
ー
ル
内
に
救
護
室
を

設
置
し
、
急
な
け
が
人
や
病
人
が

出
た
場
合
に
は
、
応
急
的
な
処
置

を
行
い
、
必
要
が
あ
れ
ば
救
急
車

の
出
動
を
要
請
す
る
対
応
を
と
る

計
画
で
あ
る
。

　

ま
た
、
救
急
用
車
両
の
進
入
経

路
に
つ
い
て
も
事
前
に
消
防
署
と

協
議
を
行
い
、
ス
ム
ー
ズ
な
対
応

が
で
き
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
を

予
定
し
て
い
る
。

　
　

そ
の
他
の
質
問

・
市
有
地
の
有
効
活
用
に
つ
い
て 下川崎産業団地内に整備された道路


